
5．服務・懲戒

7．職員の福祉

6．人材育成・人事評価

　職員は市民全体の奉仕者であることはもちろんのこと、職務上知り得た秘密を守る義務（守秘義務）や政治的行為の制限などの服務が定めら
れており、服務規程に反すると処分されます。2023（令和５）年度の懲戒処分は、戒告が０件、減給が０件、停職が１件、免職が０件です。懲戒
処分を受けた場合の影響については、職員としての身分を失うこと、給料や期末・勤勉手当が減額されること、昇給しないことなどがあります。

2023（令和５）年度において、勤務条件に関する措置の要求は０件、不利益処分に関する審査請求は０件です。

　最近、こんなことを感じていませんか？
●膝の痛みや違和感を感じるときがある
●しばらく歩いていると、膝が痛くなる
●まだ膝は痛くないけど、今後痛まないか心配
…こんな方は、ぜひご参加ください！！
膝痛予防に効果的な、タオル体操等を行います。
使用するタオルは会場にて用意します。

会場ロビーにて、健康測定会開催！！
　血管年齢測定や物忘れ度チェックなどを通して、ご
自身の健康状態を確認できます。
　講座開始前（午後０時15分～１時15分）に開催します。

8．その他

【表10】育児休業および育児短時間勤務取得者数

※（　）内は内数で2023（令和５）年度中に新たに休業を取得した職員数です

区分 育児休業
取得者数

育児短時間
勤務取得者数
０人（０人）
７人（６人）
０人（０人）
０人（０人）
０人（０人）
２人（２人）
０人（０人）
69人（23人）
０人（０人）
０人（０人）
78人（31人）

14人（14人）
23人（10人）
３人（３人）
０人（０人）
　０人（０人）
３人（１人）
１人（１人）
39人（18人）
３人（２人）
０人（０人）
86人（49人）

男性職員
女性職員
男性職員
女性職員
男性職員
女性職員
男性職員
女性職員
男性職員
女性職員

市 長 部 局 等

消 防 本 部

教 育 委 員 会

市立釧路総合病院

上 下 水 道 部
　　

研修名 受講者総数等
　　　　　　・新採用職員研修
　　　　　　・新任係長研修
　　　　　　・マネジメント（課長職）研修ほか６件

・まちづくり研修
・若手職員政策スキル研修
・業務システム基本操作研修

315人
（延べ19日間）

９人

86人

〈派遣研修〉・北海道や自治大学校などへの派遣研修

【表11】職員研修の実施状況

〈基礎研修〉

〈特別研修〉

　市には、職員の相互共済および福利厚生の増進を目的とした職員互助会があり、職員が負担する会費と市が負担する交付金により運営されて
います。
　また、職員の健康の保持・増進、能率の向上などの観点から、職場における受動喫煙対策やセクシュアルハラスメントの防止対策を推進する
とともに、メンタルヘルス対策にも取り組んでいます。　
　その他にも、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、また、女性が職業生活において能力を十分に発揮し、活躍できる職場づく
りを目指すことを目的として「特定事業主行動計画」を策定し、次世代育成支援対策および女性職員の活躍を推進しています。

歩く力は元気の源～膝をケアしていきいき生活～2024（令和６）年度
釧路市市民介護予防普及講座

162人 64人

※表中にない看護職、医療技術職等の採用試験は、別途行っています

240人

57人

21人

2023（令和５）年度2022（令和４）年度
受験者数 受験者数合格者数 合格者数

消防職

計

総合職
（専門資格要）

総合職
（専門資格不要）

【表９】職員採用試験の実施状況

343人

61人

23人

259人

125人

21人

15人

89人

10人

11人

85人

3．職員採用試験・退職管理

4．勤務時間・休暇・休業

　職員の採用に当たっては、総合職、消防職などの各職種に分けて
募集し、第１次試験（一般教養の筆記試験等）および第２次試験（面
接等）を通じて合格者を決定しています【表９】。なお、消防職の
採用については、視力・聴力などの要件の他、第２次試験では体力
試験や健康診断なども行っています。
　課長職以上の職を経験し、2022（令和４）年度以降に離職（再任
用離職を含む）した職員の再就職の状況は、2024（令和６）年７月
１日現在で関係団体等９人、民間企業８人、その他法人５人です。

　一般職の勤務時間は、１週間につき38時間45分、月～金曜日の午前
８時50分から午後５時20分までです。ただし、消防職、看護職、医療
技術職などの職種については、業務に応じた勤務時間が別に定められ
ています。
　休暇については、１年に20日の年次有給休暇の他、病気休暇、産前
・産後休暇、忌引休暇などの制度が定められています。2023（令和５）
年度の職員一人当たりの年次有給休暇の平均取得日数は、年13.5日
です。
　休業については、育児休業、自己啓発等休業などの制度が定められ
ており、2023（令和５）年度における育児休業および育児短時間勤務
の取得状況は【表10】のとおりです。
　なお、2023（令和５）年度の配偶者同行休業の取得者数は１人です。 

　職員研修は、職員が市民全体の奉仕者としてふさわしい知識や技能
を身に付け、教養を高め、その資質の向上を図り、行政を円滑かつ能
率的に運営することを目的として、職員の職種や役職に応じて計画的
に行われています【表11】。
　また、全職員を対象に、人事評価（能力評価（１年ごと）・業績評
価（半年ごと））を実施しています。

10月30日㈬　午後１時30分～３時（受付：午後１時～）
まなぼっと幣舞２階多目的ホール（幣舞町４-28）
北海道リハビリテーション専門職協会　理学療法士
おおむね65歳以上の釧路市民（介護保険の要介護認定を受けている方を除く）
100人（先着順）　
筆記用具、飲み物、眼鏡および補聴器（必要な方）
動きやすい服装でお越しください。
   手話通訳があります。必要な方は申込時にお申し出ください。
　　     市役所介護高齢課高齢福祉係（M23-5185）

日時

場所
講師

対象
定員

持物

その他

申込・問合先

152024（令和６）年10月号


